
児童発達支援センター きらり直方 令和 7 年度 中核機能に関する実施状況 （令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月３１日） 

児童発達支援センターについては４つの中核機能の発揮に向けた取り組みを進めていくことが求められています。４つの中核機能は以下のとおりです。 

 ① 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 

 ② 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能 

 ③ 地域のインクルージョン推進の中核機能 

 ④ 地域の発達支援に関する入口としての相談機能 

 以下の表は、これらの機能に関する取り組みの実施状況をまとめたものです。なお、この取り組みの実施状況は直方市のホームページでも公表されています。 

○ 市町及び地域の関係機関との連携体制を確保して

いるか 

・直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会（直方市・宮若市・鞍手町・小竹町の広域で設置）の総会（年 1 回）、部会長会議（月 1 回）、事務局会議（月 1 回）、

児童・医療的ケア児(者)部会リーダー会議（年 3 回）、児童グループコアメンバー会議（年 4 回）に参画しています。 

・医療機関、学校等との連携では、利用児の状況を踏まえ、必要に応じて支援会議等を行っています。 

・福岡県知的障がい者福祉協会 児童発達支援部会（福岡・北九州・筑後・筑豊の 4 地区から 2 名ずつ選出）の委員（副部会長）として活動し、部会等で知り得

た情報は直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会 部会長会議等で共有しています。 

・田川地区障がい者自立支援協議会との連携体制を確保しています。 

 

〇 幅広い発達段階及び多様な障害特性に応じた専門

的な発達支援及び家族支援を提供する体制を確保し

ているか 

 

① 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援

機能 

・5 年以上の経験年数をもつ保育士、児童指導員、作業療法士を中心に、子どもの多様な発達課題にきめ細かく対応できる体制を整え、個別支援計画に基づき発

達支援を実施しています。 

・支援ニーズの高いケースの受け入れ（里親制度対象児童・要対協対象児童・個別サポートⅠ(重度)対象児童）を行っています。 

・作業療法士による集団療育の実施（活動前後のミーティング）及び個別支援・発達検査・保護者面談（保護者・職員へのフィードバック）を行っています。 

・保護者個別面談（年 2 回）、療育参観（年 2 回）、保護者交流会や就学説明会（年 1 回）を実施し家族支援に力を入れています。 

・給食提供の中で、管理栄養士による栄養と健康の管理及び保護者向け講演会を実施しています。 

 

〇 地域の障害児通所支援事業所との連携体制を確保

しているか 

 

② 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバ

イズ・コンサルテーション機能 

・地域の障害児通所事業所などからの相談には、随時対応しています。 

・福岡県知的障がい者福祉協会 児童発達支援部会が主催する「障がい児支援・虐待防止研修」の講師・ファシリテーターとして運営に協力しています。 

・保育所等訪問支援を実施し、現場の課題や悩みに直接応じる体制を整えています。 

・他事業所・幼稚園・保育園の職員見学受入れ（併用児童が通園している直鞍地区の 9 つの園）を実施し、併用利用児童の情報共有や意見交換を行い、発達支

援に必要な連携体制を整えています。 

・令和 7 年 11 月 6 日(木)に児童発達支援センターの中核機能強化の取組みとして、同一法人のきらり(福智町)と合同で「研修会」を開催し、地域の児発・放デ

イ・相談支援・基幹相談・行政等の関係機関から計 47 名の参加を頂き、各事業所の支援スキルの向上及び関係機関との連携強化の構築を図りました。 

・令和 7 年 12 月 3 日(水)に直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会 児童・医療的ケア児(者)部会 児童グループの活動として、障がい児(者)のライフステージ

全体を見据えて、大人の事業所（就労系・グループホーム・入所施設）の見学会を実施しました。 

 

〇 インクルージョンの推進体制を確保しているか 

 

③ 地域のインクルージョン推進の中核機能 

・保育所等訪問支援による多機関連携で地域の幼稚園・保育園への訪問を実施しています。専門職（児発管・作業療法士）とクラス担任が訪問し、利用児童だ

けでなく気になる園児や児童への支援助言を実施しており、インクルーシブ教育推進のため、保育現場での合理的配慮や支援方法の検討・情報共有を行って

います。 

・直鞍地区障がい者等地域自立支援協議会 児童・医療的ケア児(者)部会に参画し、インクルージョンの推進には「保育所等訪問支援」が有効であることを周知

するとともに、共生社会の実現に向けて、障がいを持つこどもの地域社会への参加推進を目指しています。 

・姉妹法人である(福)むつみ福祉会 新入ひまわりこども園との合同行事（芋ほり体験）を実施し、地域の子どもとの交流を通して社会性や協調性を育みました。 

 

〇 入口としての相談機能を果たす体制を確保してい

るか 

 

④ 地域の発達支援に関する入口としての相談機能 

・直鞍地区障がい者基幹相談支援センター「かのん」との連携を確保しています。 

・同一法人である福岡県発達障がい者支援センター「ゆう・もあ」との密な連携を確保しています。 

・地域の幼稚園・保育園等からの気になる子についての相談を受け、特性に応じた関わり方や環境調整の助言を行っています。 

・地域や関係機関からの相談は随時受付けており、相談支援事業所とつながる前の家族からの相談・見学依頼に対応して初期相談等を行っています。 

 



研修の実施 

職員に対する研修 

・法人内研修（新人・3 年目・5 年目・7 年目・主任以上管理職・法人役職員・昇格者）、法人内他事業所研修、強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践） 

相談支援従事者初任者研修の他、日本知的障害者福祉協会・九州地区知的障害者福祉協会・福岡県知的障がい者福祉協会・福岡県社会福祉協議会、直鞍地区

障がい者等地域自立支援協議会が開催する外部研修に積極的に参加。また希望職員が随時参加できるスキルアップ研修の体制を整えています。 

専門人材の配置状況 

配置している専門職種・人数 

・児童発達支援管理責任者 2 名、作業療法士 1 名 

・保育士 10 名（内 社会福祉士 2 名）、児童指導員 2 名、看護師兼指導員 1 名 

・管理栄養士 1 名 

自己評価・外部評価の実施 ・年 1 回の保護者評価・自己評価を実施し、その結果を法人（事業所）のホームページにて年１回公表しています。 

・今年度は事業所自己評価の公表を行う際、地域の方(民生児童委員・自治会)や保育関係に識見を有する方、直鞍地区障がい者基幹相談支援センターにご意見

等を頂き公表しました。 

 


